
知事監視製品（平成30年2月28日石川県告示第77号）

１　知事監視製品を特定できる情報
1 2 3 4

　次の写真に示すとおり、被包に
「Long Time Sex」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「愛液とろとろ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「MEGA MAX」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Eroticism」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Hard men」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOVE ECSTASY」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「DEVIL KISS」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Crystal Angels」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Heavy Guy」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「敏感どろどろ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「ぴくぴく失神」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「ガチイキ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「feel」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「悶絶アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「merci」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SPAIN」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「FOXEY2」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「大拡張」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ゴメオ卍」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Launcher」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「ORGASM BREAKER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が植
物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Hyper Erotic Brain」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「GAIA」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Tako Tsubo」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Sex Bull」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Winter ver.15」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Miracle Pussy」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ICE LEAF」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「FUNKY STAR」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Animal Booster」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Magic CⅢ」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Matrix 777」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「EROTIC MOMIJI」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ASSAULT TROOPS」と表示のあ
る製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「G-MEN」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Die Hard」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「JF.V5」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Sex Mate」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

２　指定の理由

３　施行期日
　　平成30年3月1日

　　条例第2条第1項第7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身
　体に使用されるおそれがあるものであるため
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